
人員基準について 



介護保険法による人員基準 

 
 
 

管理者 

資格要件 
なし 
 
配置基準 
専らその職務に従事する常勤の者１名 
 
管理者は常勤であり、原則として専ら当該事業所の管理業務に 
従事するものとする。 
ただし、管理業務に支障がないときは、他の職務と兼務することが 
できる。 
※愛知県・神奈川県の場合は、１日の労働時間の半分以上は管理業務に 
  就くこと 

 
 
 



生活相談員 

資格要件 
社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用 
※以下、都道府県に異なる 

介護福祉士、介護支援専門員、ヘルパー、保育士 
上記の資格を所有していないが、2年以上常勤で勤務した者 
 
配置基準 
事業所ごとに、サービス提供時間開始時刻から終了時刻まで 
専らその職務に従事する者を１以上確保するために必要な数 
 

 



介護職員 

資格要件 
なし 
 
配置基準 
通所介護の単位ごとに、平均提供時間数（利用者ごとの提供時間数 
合計を利用者数で除して得た数）を確保すべき勤務延時間帯数とする。 
また、単位ごとに常時１名以上従事が必要 
 
 



機能訓練指導員 

資格要件 
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師 
柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師 
 
配置基準 
１以上 
 
※都道府県によって「１以上」の捉え方が異なる。 
 
 



シフト表① 



シフト表② 



シフト表③ 



シフト表④ 



シフト表 
①管理者、相談員サービス提供時間に配置されており問題ありません。 
 
②管理者、6日、26、27日夜勤勤務となっており、常勤の勤務時間40時間のうち
６日の週は、３２時間。26、27日の週は24時間の勤務となります。 
相談員が夜勤に入っている19日は、相談員不在。 
27日は、もう1人の相談員が配置されていますので問題ありません。 
 
③相談員が不在の為、人員配置基準に違反しています。 
 
④相談員 
2日、Bさん9～12時、Cさん12～17時の勤務。BさんCさん合わせて8時間の為 
人員配置基準は満たしています。 
3日は9～13時（4時間）×2人の8時間となりこの日も人員配置基準を満たしてい
ます。 
9日、BさんCさん合わせて6時間。10日は合わせて7時間の為、人員配置基準を
満たしておりません 



送迎 

・サービス提供時間前後は、管理者・相談員・介護職員の送迎可能 
 
・サービス提供時間中の送迎は、管理者のみ送迎可能。 
※相談員2名配置の場合は相談員1名も送迎可能 
※同じく介護職員2名配置の場合は介護職員1名も送迎可能 

サービス提供時間 

9時 17時 

サービス提供開始前 サービス提供開始後 

管理者・相談員 
介護職員送迎可 

管理者・相談員 
介護職員送迎可 
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